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                        は じ  め に              

 

日 本に在住する 外国人 は2 8 2 万人（ 20 1 9 年６ 月 末） を 数え 、 本市にも 約9 , 7 0 0人 の外

国人 住⺠ が生 活し て いま す。 ま た、 訪日 外国人 旅行 者は3 , 10 0 万人 を 超え 、 更に本年は

東京オ リ ン ピ ッ ク ・ パラ リ ン ピ ッ ク が開催さ れる こ と から 、 世界各国の人 々が日 本各

地を 訪れ、 地域住⺠ と の交流が行 われる こ と が期待さ れま す。  
 

本市で は、国際化に対応する ま ち づく り を 進めて いく た め、平成1 4（ 2 0 0 2） 年に「 岐

阜 市国際化指針」 を 定め、 その後、 外国人 市⺠ の定住化・ ⻑ 期滞在化の進展を 予測し 、

平成2 2 （ 2 0 1 0 ） 年に「 岐阜 市多文 化共生 推進等基本計画」 を 、 平成2 7（ 2 0 1 5 ） 年に

は、 外国人 市⺠ を と も にま ち づく り を 担う パート ナーと する 「 岐阜 市多文 化共生 推進

基本計画 ‒たぶんかマ ス タ ープ ラ ン  2 0 1 5 〜20 1 9 -」 を 策定し ま し た。 同年７ 月 に開

館し たみんな の森 ぎ ふメ ディ ア コ ス モ ス 内には、 本市の国際交流、 多文 化共生 の中核

的な 場所と し て「 多文 化交流プ ラ ザ」 を 設け、 外国人 市⺠ 向け生 活相談窓口 の開設や、

多様な文 化を 学び体験で き る 機会を 創出する な ど 、 多文 化共生 社会の実現に向けた 取

組みを 行 っ て ま いり ま し た。  
 

こ う し た 中、 政府は深刻な人 手 不足 の状況に対応する た め、 平成3 1 （ 2 0 19 ） 年４

月 に、 新た な 外国人 材受入 れのための在留資格「 特定技能」 を 設け、 労働者の受入 れ

拡大 を 開始し て おり ま す。 本市におき ま し て も 、 今後さ ら に外国人 市⺠ の増加が予測

さ れる 中、 昨年11月 に1 2 年ぶり に外国人 住⺠ 数が過去最高 を 更新いたし ま し た。  

新たに策定し た 本計画は、 現計画から “誰も が互いに多様性を 理解し 合い、 と も に新

たな 魅力 を 創造する ま ち を めざ し て ”の基本理念を 継承し 、 外国人 市⺠ はと も にま ち づ

く り を 担う 一 員で ある と いう 共通認識のも と 、 生 活に必要と な る き め細やかな支 援を

行 う と と も に、地域において自 治会を はじ めと する コ ミ ュ ニ テ ィ 、 学校、 企業等と 連携

し 、 多様性を 生 かし た 活気に満ち た ま ち づく り を オ ール岐阜 の体制で 進めて ま いり ま

す。  
 

本計画の策定にあた り 、 岐阜 市住⺠ 自 治推進審議会において 充実し た ご 審議を いた

だ き ま し た こ と 、 ま た 、 岐阜 市外国人 市⺠ 会議やパブ リ ッ ク コ メ ン ト な ど 様々な 機会

を 通じ て 市⺠ の皆様から 貴重な ご 意見 ・ ご 提言 を いた だ き ま し た こ と について 、 こ の

場を お借り し て心 から お礼を 申し 上げま す。  
 

 令和２ （ 2 02 0 ） 年３ 月  

                         岐阜 市⻑   柴橋 正直 
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本計画では、 外国籍を 有する 外国人だけではなく 、 外国にルーツ を 持ち 外国の生活文化

を 有する など、 日本で暮ら し ていく 上で一定の支援が必要な人のう ち 岐阜市に在住・ 在勤

の人を「 外国人市民」 と し ています。 なお、 岐阜市に住民票を 有する 外国人を 統計上表す

場合は、「 外国人住民」 を 用います。  

一方、 外国人市民以外の市民を「 外国人市民」 に対応する 表現と し て「 日本人市民」 と

し ています。  
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１  計画策定の趣旨                        

 

( 1)  計画策定に至る 経緯 

多文化共生と は「 国籍や民族などの異なる 人々が、互いの文化的ち がいを 認め合い、

対等な関係を 築こ う と し ながら 、 地域社会の構成員と し て共に生き ていく こ と 」 と 総

務省の「 多文化共生の推進に関する研究会報告書」（ 平成18（ 2006） 年） で定義さ れ

ています。  

総務省は、 外国人を 地域社会の構成員と し て位置づけ、 多文化共生の地域づく り の

推進が必要である と し 、 平成18（ 2006） 年３ 月に「 地域における 多文化共生推進プ

ラ ン 」 を 策定し まし た。 こ のプラ ンでは、 地域における 多文化共生の意義や地域にお

ける 多文化共生施策の基本的な考え方が示さ れ、各自治体が多文化共生の推進に関す

る 指針や計画を 策定する 契機と なり まし た。  

本市においても 、 平成22（ 2010） 年に「 岐阜市多文化共生推進等基本計画」 を 、

平成27（ 2015 ） 年には「 岐阜市多文化共生推進基本計画-たぶんかマスタ ープラ ン

2015～2019-」 を 策定し 、 多文化共生社会の実現を めざし てき まし た。  

そのよ う な中、 国は、「 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関

する 法律」 の制定（ 平成29（ 2017） 年11月施行） や、 新たな在留資格「 特定技能」

が盛り 込まれた出入国管理及び難民認定法（ 以下「 入管法」 と いう 。） の改正（ 平成31

（ 2019） 年４ 月施行） など、 少子高齢化によ る人口減少を 背景に、 幅広い分野でその

労働力の需要が高まっ ている 外国人材について、 受入れを 拡大・ 促進する 施策を 打ち

出し ています。  

法務省によ る と 、 平成30（ 2018） 年12月末現在、 日本に中長期に在留する 外国人

は240万9, 677人、 特別永住者数は32万1, 416人で、 こ れら を 合わせた在留外国人数

は273万1, 093人と なり 、前年末に比べ約17万人(6 . 6％)増加し 、過去最高と なり まし

た。  

今後も 日本で生活を 営み、 その基盤を 築く 外国人が増加し 、 日本社会がよ り 一層、

多文化共生社会へと 進展するこ と が予測さ れます。 本市においても 最初の計画策定か

ら 10 年あまり が経過し 、「 岐阜市多文化共生推進基本計画-たぶんかマスタ ープ ラ ン
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2015～2019-」 が最終年度であるこ と を機に本市の多文化共生に係る現状や課題をあ

ら ためて確認し 、今後5年間の方向性を「 岐阜市多文化共生推進基本計画-たぶんかマス

タ ープラ ン2020～2024-」 と し て策定し まし た。  

 

( 2)  多文化共生推進に係る 国の動向 

わが国で、「 多文化共生社会」 と いう 言葉が使われはじ めたのは1990年前後から で

す。入管法の改正により ブラ ジル・ ペルー等から の日系人が増加し た平成２（ 1990）

年以降の国における 多文化共生推進に係る 施策等の動向を 概観し ます。  

 

＜在留資格の創設＞ 

○平成２ （ 1990） 年、 改正入管法の施行により 、「 定住者」 の在留資格が創設さ れ、

こ れによ っ て日系３ 世までに就労可能な地位が与えら れまし た。  

 

＜技能実習制度の創設＞ 

○平成５ （ 1993） 年、「 技能実習制度に係る 出入国管理上の取扱いに関する 指針」 (平

成5年法務省告示第141号)によ り 、 在留資格「 特定活動」 の一類型と し て技能実習

制度が創設さ れまし た。  

 

＜阪神・ 淡路大震災を 契機と し た多文化共生の推進＞ 

○平成７ （ 1995） 年の阪神・ 淡路大震災における 市民団体・ ボラ ン ティ ア団体による

被災外国人への支援を 通し て、多言語化や多文化共生の必要性が知ら れる よ う にな

り まし た。  

 

＜多文化共生政策の必要性＞ 

○平成11（ 1999） 年度には、 法務省が第２ 次入国管理基本計画を 策定し 、 その中で

「 外国人に対する 社会の意識・ 関心が高まり 、 その数的増加と 活動範囲の拡大に伴

い、 今後、 我が国社会において日本人は外国人と どのよ う に共存し ていく のかにつ

いて将来像を 示すこ と が、 出入国管理行政に求めら れる よ う になっ てき ている 」 と

明示し ています。  
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＜地域における多文化共生推進プラ ンの策定＞ 

○平成18（ 2006） 年３ 月には、 総務省が、 各自治体における 多文化共生施策の推進

に関する 指針・ 計画の策定を 促すため、「 地域における 多文化共生推進プラ ン 」 を 策

定し まし た。 こ のプラ ンでは、 地域における 多文化共生の意義や地域における 多文

化共生施策の基本的な考え方が示さ れており 、 市区町村の役割は、 多文化共生の推

進に関する 指針・ 計画を 作成し た上で、 外国人住民を 直接支援する 主体と し ての取

組みを 行う こ と と さ れています。  

 

＜経済連携協定に基づく 外国人看護師・ 介護福祉士受入れ＞ 

○平成20（ 2008） 年には、 経済連携協定（ Ｅ Ｐ Ａ ） に基づき 、 イ ン ド ネシアから の

看護師・ 介護福祉士候補者の受入れが開始さ れ、 翌平成21（ 2009） 年にはフ ィ リ

ピ ン、 平成26（ 2014） 年にはベト ナムへと 拡大さ れまし た。  

 

＜「 技能実習」 在留資格の付与＞ 

○平成22（ 2010） 年７ 月には、 改正入管法の施行によ り 技能実習生は入国１ 年目か

ら 雇用関係のある 「 技能実習」 の在留資格が付与さ れる こ と と なり まし た。  

 

＜外国人住民に対する住民基本台帳制度の適用＞ 

○平成24（ 2012） 年には、 外国人登録制度が廃止さ れる と と も に、 新たな在留管理

制度が導入さ れまし た。 こ れに伴い、 日本人と 同様に外国人住民も 住民基本台帳法

の適用対象と なり まし た。  

 

＜高度人材に対する ポイ ント 制によ る優遇制度＞ 

○平成24（ 2012） 年、 高度人材に対する ポイ ン ト 制によ る 出入国管理上の優遇制度

が開始さ れまし た。  

 

＜在留資格「 高度専門職」 の創設＞ 

○平成27（ 2015） 年４ 月、 改正入管法の施行によ り 、 高度外国人材に特化し た在留

資格（「 高度専門職１ 号」「 高度専門職２ 号」） が創設さ れまし た。「 高度専門職２ 号」

は在留期間が無期限と なり まし た。  
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＜外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律の施行＞ 

○平成29（ 2017） 年11月、「 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に

関する 法律」（ 略称： 技能実習法） が施行と なり まし た。 こ れによ り 技能実習の受け

入れ期間を 最長３ 年から ５ 年に延長する ほか、外国人を 低賃金で酷使する などの不

正を 防ぐ ため、 受入れ団体や企業を 監視する監督機関「 外国人技能実習機構」 が設

置さ れる こ と と なり まし た。 さ ら に、 こ の法律の施行にあわせ、 入管法の一部が改

正さ れ、 外国人技能実習制度の対象職種に「 介護」 が追加さ れまし た。  

 

＜外国人材の受入れ・ 共生のための総合的対応策＞ 

○平成30（ 2018） 年12月、 国は、 外国人材の受入れ・ 共生のための取組を 、 包括的

に推進し ていく 観点から 、「 外国人材の受入れ・ 共生のための総合的対応策」 を 取り

まと めまし た。  

 

＜在留資格「 特定技能」 の創設＞ 

○平成31（ 2019） 年４ 月、 改正入管法の施行によ り 、 深刻な人手不足に対応する た

め、 介護や外食業、 宿泊など14の特定産業分野において一定の専門性・ 技能を 有す

る 外国人材を 受入れるための在留資格「 特定技能」 が創設さ れまし た。 なお、「 特定

技能２ 号」（ 令和元（ 2019） 年10月現在、 建設、 造船・ 舶用工業の２ 分野） では、

配偶者及び子に対し 在留資格を 付与する こ と が可能です。  

 

＜日本語教育の推進に関する 法律の施行＞ 

○令和元（ 2019） 年６ 月、 外国人の労働者や留学生、 児童・ 生徒ら に対し 、 日本語教

育を 受ける 機会を 最大限に確保する こ と を 基本理念と し 、日本語教育について国と

地方自治体の責務を 定めた「 日本語教育の推進に関する 法律」（ 略称： 日本語教育推

進法） が施行さ れまし た。  
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▶ 技能実習制度と は… 

外国人技能実習制度は、 我が国が先進国と し ての役割を 果たし つつ、 国際社会と

の調和ある 発展を 図っ ていく ため、 技能、 技術又は知識の開発途上国等への移転を

図り 、 開発途上国等の経済発展を 担う 「 人づく り 」 に協力する こ と を 目的と し てい

ます。  

具体的には、 入管法に定める「 技能実習」 の在留資格によ り 、 日本に在留する 外

国人が報酬を 伴う 実習を 行う 制度です。 企業等の実習実施機関が海外の現地法人、

合弁企業や取引先企業の職員を 受入れて技能実習を 実施する企業単独型と 、商工会

等の営利を 目的と し ない監理団体が技能実習生を 受入れ、傘下の実習実施機関で技

能実習を 実施する 団体監理型に大別する こ と ができ ます。 いずれの型についても 、

入国後１ 年目の技能等を 修得する 活動と 、 2～３ 年目の修得し た技能等に習熟する

ための活動と に分けら れており 、技能実習の１ 年目を「 技能実習１ 号」、２ ～３ 年目

を 「 技能実習２ 号」、 ４ ～５ 年目を 「 技能実習３ 号」 と し ています。  

 

▶ 特定技能と は… 

平成31（ 2019） 年4月、 改正入管法の施行によ り 、「 特定技能」 の在留資格が創

設さ れ、人手不足が深刻な14の特定産業分野（ ①介護②ビ ルク リ ーニン グ③素形材

産業④産業機械製造業⑤電気・ 電子情報関連産業⑥建設⑦造船・ 舶用工業⑧自動車

整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業） において新たな外国人

材の受入れが可能と なり まし た。特定技能には「 特定技能１ 号」 と「 特定技能２ 号」

の２ 種類の在留資格があり ます。  

区   分 特定技能１ 号 特定技能２ 号 

技 能 水 準 相当程度の知識又は経験を 必要と する 技

能 

熟練し た技能（ 建設業、 造船・ 舶用工業の

２ 分野のみ受け入れ可能）  

日本語能力 ある 程度日常会話ができ 、 生活に支障が

な い程度を 基本と し 、 業務上必要な日本

語能力（ 試験等で確認）  

試験等での確認は不要 

在 留 期 間 １ 年、６ か月又は４ か月ごと の更新、通算

で上限５ 年まで 

３ 年、１ 年又は６ か月ごと の更新、上限な

し  

家族の帯同 基本的に不可 可能 
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２  計画の位置づけ                        

 

本計画は、 本市の都市づく り の総合的な方針である「 ぎふし 未来地図」 に掲げる 本市

の未来の姿「 ひと と まち 、 集い交わる 活力と 笑顔あふれる 成長都市ぎふ」 の実現に向け

た政策「 多様性を 育む多文化共生と 国際交流の推進」 に資する 計画で、2015年の国連サ

ミ ッ ト において採択さ れ、 「 誰一人取り 残さ ない」 持続可能で多様性と 包摂性のある社

会の実現を 標榜する Ｓ Ｄ Ｇ ｓ （ = Susta in ab le Developm en t Goals ※持続可能な開発目標）

の目標達成につながるも のです。  

また、 本市における その他の関連計画についても 、 施策や取組み等が日本人市民と 同

様に外国人市民にも 対応でき る よ う に、 こ の計画と 連携し て進めていき ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇地域における 多文化共生
推進プ ラ ン （ 総務省）  

〇岐阜県多文化共生推進基
本方針（ 岐阜県）  

○外国人材の受け入れ・ 共生 
のための総合的対応策 

 
成果等の共有 

岐阜市多文化共生推進基本計画 

-たぶんかマスタ ープラ ン 2 0 2 0 ～2 0 2 4 - 

【 関連する 主な計画など 】  

○第２ 期岐阜市まち ・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略 

○岐阜市ユニバーサルデザイ ン 推進指針 

○岐阜市多言語案内表示ガイ ド ラ イ ン  

○岐阜市人権教育・ 啓発行動計画 

○岐阜市協働のまち づく り 推進計画 

○岐阜市子ど も ・ 子育て支援事業計画  等 

 連携 

 

方針に 沿っ て

策定・ 改定 

ぎふし 未来地図 
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３  計画の策定体制                        

 

( 1)  策定体制 

① 策定機関 

本計画は、多文化共生社会の実現を 図るこ と を 全庁的な課題と し て共有する ため

に、 市長を 本部長、 各部長を 構成員と し て協働のまち づく り の推進を 図る「 岐阜市

市民と の協働推進本部」 において策定し まし た。  

策定にあたっ ては、 関係各部課の担当職員で構成する「 多文化共生推進リ ーダー

会議」 において、 計画素案の確認を 行う と と も に、 市民参画部次長を 幹事長に各政

策課長で組織する 「 岐阜市市民と の協働推進本部幹事会」 で検討を 行いまし た。  
 

② 諮問機関 

外部有識者等から の意見を 取り 入れる ため、「 岐阜市住民自治推進審議会」 に諮

問を 行い、 推進すべき 多文化共生計画と し て答申を いただき まし た。  

 

( 2)  市民意見の反映 

① 外国人市民の意識調査 

計画の策定にあたっ て、 平成30（ 2018） 年に岐阜大学教育学部と の共同研究に

よ る 「 外国人市民の意識調査」 を 行い、 外国人市民の現状把握に努めまし た。  
 

② 市政モニタ ー調査 

日本人市民の多文化共生に関する 意識を 把握する ため、市政モニタ ー制度を 活用

し 、 意識調査を 実施し まし た。  
 

③ 外国人市民会議 

外国人市民の市政への参画を 推進する ために設置し ている 岐阜市外国人市民会

議において外国人市民から 意見を 聴取し まし た。  
 

④ ワーク ショ ッ プ 

岐阜聖徳学園大学、（ 公財） 岐阜市国際交流協会が主催する 多文化政策研究会に

おいて、 計画素案に対する ワーク ショ ッ プを 開催し 、 市民から の意見聴取に努めま

し た。  
 

⑤ パブリ ッ ク コ メ ント  

計画素案について、 パブリ ッ ク コ メ ン ト を 実施し 、 市民から の意見聴取に努めま

し た。  


